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重要事項説明書 

令和６年１２月１日改正 

１ 当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

 

電 話  ０４４－９３５－５２０１  （８時３０分～１７時００分） 

担 当  在宅支援主査・生活相談員 

     ＊事務所営業時間   ・８時３０分～１７時００分 

                ・土日祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）は休日。 

 

２ 事業所の概要 

（１）提供できるサービス 

事業所名  特別養護老人ホーム多摩川の里 

所在地 川崎市多摩区中野島６－１３－５ 

 介護保険事業所番号  通所介護  神奈川県第１４７５４００１７０号 

 

（２）事業所の職員体制等（併設型通所介護）           令和６年８月１日現在 

                             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）営業日及び時間 

  ア  営業日 

   月曜日～土曜日（国民の祝日も営業します。） 

   （注）日曜日・年末年始（１２月２９日～１月３日）は「休日」となります。 

  イ  営業時間 ８時３０分～１７時 

職   種      資  格  等    人        員     

管理者 介護支援専門員 １名 

生活相談員 介護支援専門員他 ２名 

機能訓練指導員  看護師 ２名（内 非常勤１名） 

看護職員 看護師 ２名（内 非常勤１名） 

介護職員 介護福祉士 ４名 

初任者研修 １名 

  

計 ９名（内、兼務５名、非常勤１名） 
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２ 利用料金 

（１）基本料金 

ア  利用料 

    １月あたり 厚生労働大臣が定めた介護報酬上限額以内（利用者負担金は、介護保険負

担割合証に記載された負担割合の通りとなります。） 

  イ 当施設に該当する加算 

（ア）通所介護サービス提供体制強化加算 

   （イ）介護職員等処遇改善加算 

   （ウ）ADL維持等加算  

     （エ）科学的介護推進体制加算 

  ウ  該当する場合に算定する加算 

（ア）通所介護口腔機能向上加算 

   （イ）入浴介助加算Ⅰ 

（２）食事提供費 

ア 食事提供費１  １食あたり ６９０円 

イ 食事提供費２ 

    行事などの際、食事提供費１に上乗せする料金です。 

    その都度、提示をします。 

    １食あたり、１００円～１０００円（メニューによって異なります。） 

ウ 短時間サービス利用（２時間以上３時間未満）にかかる食材料費等 

    おやつ１食あたり  ８０円 

 

（３）その他の料金 

ア 材料費     １回あたり １，０００円以内 

   （希望者が参加するクラブ活動・レクリエーションの材料費など） 

イ 記録等の複写物の料金  実費負担 

 

（４）通常のサービス提供の範囲を超える費用 

ア 個人の必要に応じて行う代理購入に係る費用 

    実費負担（ご利用者・ご家族の申し出による） 

イ 理美容利用料 
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    実費負担（ご利用者・ご家族の申し出による） 

ウ 個人の必要に応じて購入する医療用消耗品 

    実費負担（ご利用者・ご家族の申し出による） 

 

（５）キャンセル料 

   利用者の都合でお休みされる場合には、できるだけサービス利用の前営業日の午後５時ま

でにご連絡ください。それ以降のキャンセルは、食事提供費１と食事提供費２の合算額をキ

ャンセル料として申し受けることになりますので、ご了承ください。 

 

（６）その他 

ア 介護報酬に係る自己負担分・キャンセル料・食費に係る費用は、原則として口座自動振

替（ご指定の金融機関の口座から月１回引き落とします。）とさせていただきます。重要事

項に定めるその他の料金については、その都度のお支払とさせていただきます。 

イ 本重要事項説明書で定めた利用者負担金は、「法定代理受領（現物給付）」の場合につい

て記載しています。居宅サービス計画を作成しない場合など、「償還払い」となる場合には、

いったん利用者が利用料（１０割）を支払っていただき、その後市町村に対して保険給付

分（原則として９割）を請求することになります。 

 

３ キャンセル 

   利用者がその日のご利用をお休みにする際は、すみやかに所定の連絡先までご連絡くださ

い。 

   全体窓口（連絡先）（電話）：０４４－９３５－５２００ 

 

４ 身体拘束 

   当事業所では、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護

するため緊急止むを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行い

ません。 

   緊急止むを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状

態及び緊急止むを得ない理由を記録します。 
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５  虐待防止に関する事項 

（１）当事業所では、入所者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を

講じます。  

ア 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図り

ます。 

イ 虐待防止のための指針を整備します。 

ウ 虐待を防止するための研修を定期的に実施します。 

エ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。 

（２）サービス提供中に、当該施設従業者又は養護者(ご利用者の家族等高齢者を現に養護する

者)による虐待を受けたと思われるご利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に

通報します。 

 

６ 個人情報保護 

   当事業所が扱う個人情報の重要性を認識し、別に定める当法人の個人情報保護要綱及び当

事業所の個人情報保護に対する基本方針に基づき、その適正な保護に努めます。 

   事業従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らすこと

はありません。その職を退いた後も同様です。 

 

７ 緊急時における対応 

   事業従事者は、サービス提供中に利用者に病状の急変等が生じた時は、速やかに医療機関

等への連絡を行う等の必要な措置を講じます。 

 

８ 事故発生時の対応 

   当事業所においては、安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するために、サ

ービスの提供はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全に計画的に取り

組みます。また、利用者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに

市町村、各関係機関、利用者の家族等に連絡を行うと共に、必要な措置を講じます。 

 

８ 災害防止 

   事業管理者は、利用者の災害防止に努めると共に、非常災害に対して必要な設備を設け、
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非常災害時の通報および連絡体制を整備、災害の予防措置並びに避難誘導等の訓練を継続し

ていきます。 

 

10 カスタマーハラスメントについて 

当法人は全ての職員に対して、労働契約法第５条により安全配慮義務を負っています。「事

業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ず

べき措置等についての指針」（令和２年厚生労働省告示第５号）に基づき、以下の行為をカス

タマーハラスメントとして取り扱うこととします。 

ア ご利用者等による身体的暴力・精神的暴力・セクシャルハラスメント等 

イ 過剰または不合理な要求 

・合理的理由のない謝罪の要求 

・事業団職員に関する解雇等の法人内処罰の要求 

・社会通念上相当程度を超えるサービス提供の要求等 

ウ 合理的範囲を超える時間的・場所的拘束 

エ その他ハラスメント行為等 

 

11 相談窓口、苦情対応  

     事業管理者は、提供したサービスに関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対

応するため、苦情受付窓口の設置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者またはその家

族への説明等必要な措置を行います。 

○ サービスに関する相談や苦情については、次の窓口にご連絡願います。 

    

 

 

 

     

 

 

 

 

 

当事業所の相談窓口   電話番号   ０４４－９３５－５２０１ 

ＦＡＸ番号  ０４４－９３５－３５１１ 

対応者    デイサービス苦情受付担当 

対応時間   ８時３０分～１７時 

（日曜日、年末年始を除く） 



6 

 

○ 当法人の第三者委員会 

 

 

 

 

     

 

  

○ 公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 当法人のサービスの方針等 

   利用者の人格を尊重し、施設機能を十分に活用した質の高いサービスの提供を図ることに

より、高齢者福祉の向上に努めます。また、その実現のため活力ある職場づくりを計画的に

推進するとともに、職場研修の実施及び関係機関の開催する研修への積極的な参加に努め、

職員の資質の向上を図ります。 

①電話または来所の申し

出による場合  

電話番号   ０４４－８２９－１８２９ 

ＦＡＸ番号  ０４４－８２９－１８４０ 

対応者    事務局苦情受付担当 

対応時間   平日の８時３０分～１７時 

②第三者委員会委員に直

接申し出る場合 

第三者委員会委員メールアドレス 

 ｄａｉ３ｓｙａ＠ｋｆｊ．ｏｒ．ｊｐ 

区役所相談窓口 

 多摩区役所 

 保健福祉センター 

 高齢・障害課 

所在地     川崎市多摩区登戸１７７５－１ 

電話番号    ０４４－９３５－３２６６ 

ＦＡＸ番号   ０４４－９３５－３３９６ 

対応時間    午前８時３０分～午後０時 

         午後１時～午後５時 

         （土・日曜日・祝日を除く） 

川崎市相談窓口 

 川崎市健康福祉局 

 長寿社会部 

 高齢者事業推進課 

 事業者指導係 

 所在地     川崎市川崎区宮本町１番地 

 電話番号    ０４４－２００－２９１０ 

 ＦＡＸ番号     ０４４－２００－３９２６ 

 Ｅ－ｍａｉｌ  40kosui@city.kawasaki.jp 

対応時間    午前８時３０分～午後０時 

     午後１時～午後５時（土・日曜日・祝日を除く） 

神奈川県国民健康保険 

団体連合会 （国保連） 

所在地     横浜市西区楠町２７番１ 

電話番号    ０４５－３２９－３４４７ 

利用時間    午前８時３０分～午後５時 

        （土・日曜日・祝日を除く） 
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13 第三者評価の実施の有無について 

 第三者評価実施の有無  実施済み 

 実施した直近の年月日  平成３０年１１月 

 実施した評価機関の名称  一般社団法人 アクティブケアアンドサポート 

 評価結果の開示状況  神奈川県社会福祉協議会ホームページに公開 

 

 

14 当法人の概要                       令和６年１２月１日現在 

 

 

 

 

 

 

 

   

※詳細は「リーフレット」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称・法人種別  社会福祉法人社会福祉事業団 

代表者名 理事長 佐川 道夫 

法人所在地 

  電 話 

 川崎市高津区久地３－１３－１ 

 ０４４－８２９－１８２９ 

業務の概要  社会福祉施設・事業の運営 

 実施事業（障害・高齢・児童） 

事業所数  ３４事業所 １００事業所 
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【 説明確認欄 】 

  令和  年  月  日 

 

  サービス契約の締結に当たり、重要事項について文書を交付し、説明をしました。 

 

                （事業者）所在地  川崎市多摩区中野島６－１３－５   

                     事業者名 特別養護老人ホーム多摩川の里 

                     施設長                  印 

 

                     説明者                  印 

 

  サービスの締結に当たり、重要事項について説明を受け、同意し、交付を受けました。 

 

                （利用者）住 所                    

 

                     氏 名                  印 

                （利用者の家族又は代理人） 

                     住 所                    

 

                     氏 名                  印 


